
相模原市監査委員公表第８号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和６

年１２月２５日に実施した環境経済局の財務監査及び行政監査の結果に基づき講じ

た措置の内容について市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

令和７年３月１２日 

 

 相模原市監査委員 髙 梨 邦 彦 

 

 

 同 橋 本 愼 一 

 

 

 同 関 根 雅吾郎 

 

 

 同 大 槻 和 弘 
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第１ 財務監査 

１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務、負担金、補助及び交付金の支出に関する事務 

 

２ 監査の実施日程 

令和６年８月５日から同年１２月２５日まで 

 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和７年２月２１日 

 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

ア 相模台収集事務所の委託料の支

出に関する事務を調査したとこ

ろ、相模台収集事務所自家用電気

工作物保安管理業務委託におい

て、令和５年６月１日から令和６

年３月３１日までに実施した月次

点検、年次点検等に係る委託料に

ついて、契約金額総額の月平均額

を月額として分割払により支出し

ていた。 

毎月の支出に当たり検査検収し

た各点検結果報告書及び各月の業

務 委 託 報 告 書 を 確 認 し た と こ

ろ 、 年 次 点 検 は ８ 月 に 実 施 さ

れ、月次点検は隔月の実施となっ

ていた。 

地方自治法第２３２条の４第１

項及び地方自治法施行令(昭和２２

令和６年８月５日から同年１２月２５

日にかけて実施された財務監査におけ

る指摘事項につきましては、次のとお

り改善措置を講じました。 

 

本事案につきましては、地方自治法

等に基づき、債務確定後に支出を行う

ことについての認識が所属内で不足し

ていたことにより、委託料について契

約金額総額の月平均額を月額として分

割払により支出するという、不適正な

事務処理を行ったものです。 

 今回のご指摘を受け、契約事務の執

行に当たっては、関係法令や「契約事

務の手引き」等を再確認することの重

要性について、改めて所属内で周知徹

底を図りました。 

 今後につきましては、再び今回のよ
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年政令第１６号)第１６０条の２第

１号は、会計管理者は、普通地方

公共団体の長の当該支出負担行為

に係る債務が確定した時以後に行

う支出命令がなければ支出をする

ことができない旨を規定してい

る。 

これを本件についてみると、令

和５年６月分及び同年７月分とし

て支出した月額委託料は、実施前

で検査検収による債務が確定して

いない年次点検分を含む金額であ

るから、契約金額総額の月平均額

を月額として支出したことは不適

正な事務処理である。 

なお、月次点検については、債

務 確 定 後 の 支 出 と な っ て い た

が、契約書では毎月１回又は隔月

１回又は３月に１回の頻度で実施

するものと規定するところ、隔月

で実施され、実施していない月に

ついても月次点検分の金額が含ま

れた支払となっていた。 

今後は、各業務の実施時期に応

じた支払方法を整理し、適正に支

出事務を執行されたい。 

【相模台収集事務所】 

 

イ  ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 課 の 負 担

金、補助及び交付金の支出に関す

る事務を調査したところ、新型コ

うな事案が発生しないよう、業務内容

と実施時期について整理し、令和７年

度の委託契約においては、契約金額総

額の月平均額を月額として分割払する

ことなく、各業務の実施時期に即した

委託料となるよう支払方法を改め、適

正な契約事務の執行に取り組んでまい

ります。 

【相模台収集事務所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、国の緊急対策として物価

高騰の影響を受けた生活者等を支援す

ることを目的とする交付金を活用した
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ロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を充当し実施した相模

原市省エネ機器更新促進補助金(市

民用)において、要綱により当該補

助金の申請手続等を定め、交付申

請前に完了した補助対象事業につ

いて、交付申請書兼実績報告書及

び請求書を同時に提出させ、交付

決定及び額の確定に係る審査を同

時に行う手続としていた。 

このことについて、本件補助事

業は、国の交付金に基づく緊急か

つ臨時の単年度事業として決定し

たもので、膨大な交付件数が見込

まれるところ、補助金申請手続に

係る市民の負担軽減を図り利用し

やすい制度とし、年度内に申請か

ら支払まで完了することが求めら

れたことから、相模原市補助金等

に係る予算の執行に関する規則(昭

和 ４ ５ 年 相 模 原 市 規 則 第 ２ ３

号。以下「補助金規則」という。)

によらず、例外的に独立した要綱

により手続を定め実施したとのこ

とであった。 

相模原市条例等整備方針(平成 

２３年２月策定。以下「条例等整

備方針」という。)は、条例、規

則、規程及び要綱に定める事項の

基準として、原則として給付に係

る市民サービスの提供に関するも

もので、限られた期間でより多くの市

民に活用していただく必要があったこ

とか ら、 補 助金 規 則の 手続 に よら

ず、要綱により手続を定め実施するこ

ととしたものです。 

しかし、ご指摘のとおり、本事業の

要綱は補助金規則が規定する基本的事

項の範囲を超える手続を定めるもの

で、現在の条例等整備方針に示された

原則から逸脱したものとなっていまし

た。 

今 後 同 様 の 事 業 を 実 施 す る 際 に

は、補助金規則を所管する財政課及び

条例等整備方針を所管する総務法制課

が示す方針等をよく確認し、適正な事

務の執行を徹底してまいります。 

【ゼロカーボン推進課】 
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のは規則で、補助金、給付金等市

民への助成施策の細目は要綱で定

めるものとしている。また、補助

金の見直し指針の策定に伴う補助

金の見直しの実施について(平成２

３年１１月３０日付け財務部長通

知)では、補助目的、補助対象、補

助対象経費及び補助率が要綱より

上位の規程(条例・規則)で明確に

定められているもののほかは、要

綱を整備することとしている。 

補 助 金 規 則 は 第 １ 条 に お い

て 、 補 助 金 等 に 係 る 交 付 の 申

請、決定等に関する基本的事項を

規定することにより、補助金等に

係る予算の執行の適正化を図るこ

とを目的とするところ、本件要綱

は、補助金規則が規定する基本的

事項の範囲を超える手続を定める

もので、補助金規則の細目を定め

るものではないから、現在の条例

等整備方針等の示す基準に従う

と、本来規則として整備すべきも

のである。 

今後、本件と同様の補助事業の

実施に当たっては、条例等整備方

針、補助金規則等を再確認し、適

正に実施手続を整備されたい。 

【ゼロカーボン推進課】  
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第２ 行政監査 

１ 監査対象事務 

委託料(施設等管理運営委託料)の支出に関する事務 

 

２ 監査の実施日程 

令和６年８月５日から同年１２月２５日まで 

 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和７年２月２１日 

 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

イ 麻溝台環境事業所の委託料の支

出に関する事務を調査したとこ

ろ、麻溝台環境事業所油水分離層

等 清 掃 ・ 汚 泥 処 理 委 託 に お い

て、清掃業務によって生じる汚泥

の処分量は予定数量であるとこ

ろ、総価の委託契約を締結し、年

２回の業務実施毎に、分割払によ

りそれぞれ同額の委託料を支出し

ていた。 

委託事業者の請求書を確認した

ところ、汚泥処理業務費用は汚泥

の処分量に応じ積算された額が記

載され、清掃業務費用は分割払の

支払金額と汚泥処理費用の差額が

記載されていた。 

本件契約の委託料は、各回の業

務内容は同じであって、清掃業務

令和６年８月５日から同年１２月２５

日にかけて実施された行政監査におけ

る指摘事項につきましては、次のとお

り改善措置を講じました。 

 

本件につきましては、各実施回にお

ける清掃業務は同一の内容であること

から、清掃業務費用は各実施回で同額

であるべきところ、支払についての認

識が不足していたことにより総価契約

とし、汚泥処理業務について、実際の

処分量に応じた額を各実施回の支払金

額としたことから、委託料額との差額

を清掃業務費用で調整するという、不

適正な事務処理を行ったものです。 

今後につきましては、各業務の委託

料額の算定方法を見直し、令和７年度

の契約において、清掃業務は定額を支
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費用と処分量に応じた汚泥処理費

用の合計額を支払額とすべきとこ

ろ、本来定額である清掃業務費用

について、実際の汚泥処理費用に

応じて差額調整された額を支払額

としたことは不適正な事務処理で

ある。 

今後は、各業務の委託料額の算

定方法を見直し、汚泥処理業務に

ついては処分量に応じた額を支払

う総価単価契約とするなどの契約

方法を検討し、適正に契約事務を

執行されたい。 

払う総価契約、汚泥処理業務は処分量

に応じた額を支払う総価単価契約とし

て契約を分け、適正に契約事務を執行

してまいります。 

【麻溝台環境事業所】 

【麻溝台環境事業所】  

 

 


